
厚木市スポーツ広場の設置等に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、厚木市が市民の自主的なスポーツ活動を展開する場として設置する

厚木市スポーツ広場（以下「広場」という。）の設置及び管理について、必要な事項を

定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「広場」とは、土地使用貸借により、又は河川法（昭和 39 年

法律第167号。以下「法」という。）の規定による許可を受けて設置するもので敷地全体

の面積が900平方メートル以上のものをいう。 

（設置希望の申出） 

第３条  広場の設置を希望する自治会の長（以下「申出者」という。）は、厚木市スポーツ

広場設置希望申出書（第１号様式。以下「申出書」という。）に、次に掲げる書類を添え

て市長に申し出なければならない。 

(1) 案内図 

(2) 公図の写し 

(3) 土地の形状図 

(4) 土地所有者の無償貸付承諾書（当該土地が河川区域又は河川保全区域にある場合で、 

国有地及び県有地を除く。） 

(5) 隣接土地所有者の設置承諾書 

（設置の基準） 

第４条 申出場所が、利用予定者数、周辺の環境その他地理的状況等から、社会的需要に

応じたものであり、当該土地について、市への寄附又は市と長期にわたる土地使用貸借

契約が可能である場合に広場を設置するものとする。 

（設置の決定） 

第５条 市長は、第３条に規定する申出書を受理したときは、申出場所が前条に規定する

要件を満たしているか審査し、申出場所の現状その他必要な事項を確認の上、広場の設

置についてその可否を決定するものとする。 

２ 申出場所が、河川区域又は河川保全区域にある場合は、前項の規定による決定のほか、

法に基づく許可を必要とする。 

（設置可否の通知） 

第６条 市長は前条の規定により広場設置の決定をしたときは、厚木市スポーツ広場設置



可否決定通知書（第２号様式）により、その旨を申出者に通知するものとする。 

（使用貸借及び占用の期間） 

第７条 広場用地の使用貸借の期間は、広場を設置するに当たり必要な工事費の予定額に

より、次のとおりとする。 

(1) 工事費の予定額が500万円未満の場合は３年 

(2) 工事費の予定額が500万円以上1,000万円未満の場合は５年 

(3) 工事費の予定額が1,000万円以上の場合は10年 

２ 設置箇所が河川区域又は河川保全区域で広場内に国有地又は県有地がある場合は、前

項の区分によらず、法による許可書に記載されている占用期間とする。  

（契約の締結） 

第８条 市長は、設置工事に着手する前に私権その他工事に支障となる事項を排除し、土

地使用貸借契約書を締結するものとする。 

（工作物等設置の基準） 

第９条 広場には、防球ネットフェンス、便所、給水施設、倉庫その他必要な工作物等を

設けるものとし、広場の面整備については、通常のスポーツ活動が可能な程度のものを

原則とする。 

２ 広場の設置に当たってのよう壁の設置、大規模な土盛り等土地の付加価値を高めるよ

うな造成については、原則として申出者において費用を負担するものとする。 

３ 河川区域又は河川保全区域の広場においては、法に基づく許可の得られた工作物等の

みを設置する。 

（契約の解除等） 

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、土地使用貸借契約を解除し、当

該土地を原状に復し土地所有者に返還するものとする。ただし、土地所有者が承諾した

場合は、原状に復さない。 

(1) 市長が使用貸借土地をスポーツ広場の用途に供することを止めた場合 

(2) 使用貸借期間が終了した場合 

(3) 土地所有者に相続が発生した場合 

２ 河川区域又は河川保全区域にある広場を廃止する場合、市長は、法に基づく広場の占

用廃止届を河川管理者に提出しなければならない。 

（管理） 

第11条 完成した広場の管理は、市長が行う。ただし、市長が適当と認めた広場管理者を

置くことができるものとする。 



（管理台帳の整備） 

第12条 市長は、厚木市スポーツ広場管理台帳（第３号様式）を整備し、管理等に関する

記録の整理を行うものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行日前に旧要綱（厚木市スポーツ広場の設置等に関する要綱（昭和 63

年４月１日施行。））の規定により申出があったものについては、この要綱により申出が

あったものとみなす。 



第１号様式（第３条関係） 

 

厚木市スポーツ広場設置希望申出書 

 

令和  年  月  日 

 厚 木 市 長 

 

             自治会名                     

             代 表 者 氏 名                 

                  住 所                 

                  電 話                 

 

 

 次のとおり広場を設置していただきたく、関係書類を添えて申請いたします。 

設置希望時期 
 

設 置 場 所       
 

土地所有者       

氏 名 

住 所 

電 話 

設置希望内容 

 

添 付 書 類       

□ 案 内 図 

□ 公 図 写 

□ 土地の形状図 

□ 土地所有者の無償貸付承諾書 

□ 隣接土地所有者の設置承諾書 

□ 土地登記事項証明書 

□ 現況写真 

□  

 

 

 

 



第２号様式（第６条関係） 

 

厚木市スポーツ広場設置可否決定通知書 

 

令和  年  月  日 

 

 

               様 

 

 

                    厚木市長 

 

 

令和  年  月  日付けで申出のありましたスポーツ広場の設置について、次の

とおり決定したので、厚木市スポーツ広場の設置等に関する要綱第６条の規定により通

知します。 

□ 

設 

置 

す 
る 

設置予定年度        

 

設 置 内 容        

□ フェンス      □ 

□ 倉  庫      □ 

□ 便  所      □ 

□ 水  道      □ 

□           □ 

設置の条件等        

 

□ 

設 

置 

し 

な 

い 

設置しない理由 

 

 

 



第３号様式（第12条関係） 

 

厚木市スポーツ広場管理台帳 

１ 広場概要 

名     称               スポーツ広場 

設 置 場 所        厚木市 

設 置 年 月 日             年   月   日 

面     積              ㎡ 

所 有 区 分        公 有（国、県、市）、個 人、法 人、共 有 

契約 (許可 )日             年   月   日 

設置申出自治会 

自治会名  

自治会長 

氏名 

住所 

電話 

用     途 

□ 多目的広場         □サッカーコート  （  面） 

□ ソフトボール場（  面）  □ドッチボールコート（  面） 

□ ゲートボール場（  面）  □ 

 

２ 土地所有者 

土地使用貸借(占用)期間 
土 地 所 有 者 

氏名（名称） 

土地所有者住所（所在） 

（電 話 番 号） 

土地使用貸借 

(占用)面積 

     ～      
  

 （   －    ） ㎡ 

     ～ 
  

 （   －    ） ㎡ 

     ～ 
  

 （   －    ） ㎡ 

     ～ 
  

 （   －    ） ㎡ 

 

３ 管 理 者 

年  度 氏   名 住    所 電話番号 

      －     

    

    

    

 

 



４ 設置工事費等 

工事等内容 金 額（円） 施工年度 受 託 業 者 担当課 

測  量     

設  計     

工  事     

建  築     

     

     

合  計   

 

５ 設置工作物等 

種   類 数   量 摘    要 

   

   

   

   

   

   

   

 

６ 修繕等の経過及び費用 

施工年度 修繕等の内容 金   額 受託業者 担当課 

     

     

     

     

     

     

 

７ 関係図書等 

 □ 位 置 図  10,000分の１程度のもの 

 □ 案 内 図   2,500分の１程度のもの 

 □ 平 面 図 

 □ 公 図 写 

 □ 地積測量図（丈量図） 

 □ 土地使用貸借契約書 

 □ 登記事項証明書 

 □ 河川法許可書写 

 □ 

 


